
令和元年度第３回 人を対象とする研究倫理委員会 議事要旨 

 

日    時 令和元年１２月３日（火）１５時３０分～１６時００分 

場    所 事務局別館１A 会議室 及びイノベーション社会連携推進機構棟１階カンファレンスルーム 

（テレビ会議） 

出 席 者 堂囿、石原、金原、柴垣、山本、大山、新井、岡田、藤原、金子の各委員 

欠 席 者 石川、原田、田中、天野の各委員 

 

議事に先立ち、令和元年度第２回委員会（令和元年 9月 6日開催）の議事要旨は資料２のとおりであり、

各委員にメールにて照会し、最終的に特に意見がなかったことが報告され、承認された。 

 

Ⅰ 議事 

 １． 人を対象とする研究計画（新規申請）に関する倫理審査について 

  委員長から、資料に基づき、８件の申請があったことの説明があり、申請案件ごとに内容確

認を行った結果、２件を承認、５件を条件付承認、とすることとした。１件は、研究責任者に

申請内容を再度、確認することとし、確認の結果、取り下げとなった。 

 

各課題の審議結果と要改善点は以下のとおり。 

  

審査番号４１：条件付承認（軽微） 

 ・9.「インフォームド・コンセント」「研究対象者に対する説明文書の記載事項」に調査協力

のお願い及び調査会社の説明を参照しチェックを入れること。 

審査番号４２：条件付承認（軽微） 

 ・14.「研究に関する問い合わせ先」及び「説明文書」の住所を正確に記載すること。 

審査番号４３：承認 

審査番号４４：条件付承認（軽微） 

 ・6.「研究の概要」「研究期間」の終了日を記載すること。 

 ・12.「情報の開示」「研究対象に関する個別の結果開示」について、「しない」の理由を記載

すること。 

・「協力のお願い」の文書を「協力を拒否される場合は、連絡下さい」等の文章を入れ同意を

得る文書に修正すること。 

 ・学会の倫理綱領に基づいた同意書を添付すること。 

審査番号４５：条件付承認（軽微） 

 ・2.「研究の種別」を「上記いずれにも該当しない」に修正し理由を記載すること。 

 ・8.「使用する試料・情報（資料）」「要配慮個人情報」を「扱わない」とすること。 

 ・役割分担がわかる資料について、メンバー構成など詳しく記載すること。 

 ・6.「研究の概要」「研究方法」について、概説のみではなく、研究過程を検証できる記載と

すること。 

審査番号４６：取り下げ 



審査番号４７：承認 

審査番号４８：条件付承認（軽微） 

 ・「研究参加者の方への説明文書」に、「将来研究のためにデータ保存すること」についての

説明を記載すること。また、（※）の数字について確認すること。 

 

 

 ２． その他 

  特になし 

 

 


